
入札参加者（買受人）

※　農業委員会の申請が必要なときには、

　　　別途手続きが必要になります。

　　　（左の日数以上に時間を要します。）

瑞穂市

瑞穂市普通財産売却処分事務要綱　フロー概要　　

対象となる土地の選定

売却価格の決定

（第４条）

入札の公告等

（第６条）

入札の参加申込

（第７条）

入札参加申請書の受理

（第８条）

審査（第８条）
認定しない旨の通知

（第８条）

認定する旨の通知

入札参加証の交付

（第８条）
入札保証金の納付

（第９条）

開札、落札者の決定等

（第１３条、第１４条）

入札又は開札の中止

入札の執行の取消等

（第１１条、第１２条）

入札（第１０条）

売却方法の決定（第３条）
随意契約

（第１６条、第１７条）

入札保証金の還付請求

（第１５条）

売払決定通知書、契約保証

金納入通知の交付

（第１８条）

契約保証金の納付

（第２０条）

契約保証金の納付確認

売買契約の締結

（第１９条）

売買代金の納付

（第２１条）土地の引き渡し

（第２１条）

売買契約の解除

（第２２条）

所有権移転登記

（第２５条）

事前調整

約14日～60日

約14日～30日

約5日～14日

約14日

約5日～14日

約14日

約14日

約14日～30日
契約保証金の還付

（第２４条）


